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１．はじめに 

地理的犯罪予測に基づく予測型警察活動とは，過

去の犯罪発生データを用いて将来の犯罪発生のリス

クを時空間的に予測し，予測に基づいた時間と場所

に警察官を配置することで，犯罪を抑止したり，発

見したりすることを指す(Ratcliffe, 2015)． 

地理的犯罪予測に基づく予測型警察活動は，近年，

日本でも導入が提唱され，実際にいくつかの地域警

察のパトロール業務に適用される動きもある．しか

し，現在の動きは，データ主導で開発された技術の

試験的現場実装という側面が強く，実装現場での受

容可能性については必ずしも考慮されていない．例

えば，日本での地理的犯罪予測手法を提案した研究

に大山・雨宮（2020）があるが，提案手法は現場で

の受容可能性が踏まえられたものではない． 

地理的犯罪予測に基づく予測型警察活動の，警察

実務の現場での受容を検討した研究に Ratcliffe et al. 

(2019)がある．同研究では，フィラデルフィア市警察

管内において，警察官への指示の強制力やパトロー

ルの方法（徒歩，自動車など）を変えた 3種類の予

測型警察活動をランダムに割り付ける実証実験の結

果から，予測型警察活動に対する現場警察官の態度

が明らかにされている．その結果，強制力を伴う指

示に基づく予測型警察活動は，同僚間で業務を分担

し迅速な対応や事故防止を図ることを重視する警察

官の職業文化と対立して，反発を生んでいたことな

どが示されている．日本においても，野・糸井川（2017）

が，埼玉県内の警察署を対象にデータ分析を基に作

成されたパトロールルートを作成し，警察官に提示

して評価を尋ねているが，約 2割の警察官が提示ル

ートに否定的な反応を示すなど，データ分析に基づ

く提案は必ずしも受容されていない．これらの研究

が示唆するように，データ主導で地理的犯罪予測を

行い，その最適解を警察実務に実装しようとするア

プローチは，必ずしも現場の警察官に受容されると

は限らない． 
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 そこで本研究では，警察実務の実態把握を基に，

予測型警察活動の警察実務の現場での受容可能性を

議論する．さらに，議論された受容可能性を踏まえ

て，現場に受容され，かつ効果を発揮しうる予測型

警察活動の実施方法及び地理的犯罪予測の要件を提

示することを目的とする． 

  

２．研究方法 

愛知県警察内の中心部と郊外部に立地する 2つの

警察署管内で予測型警察活動を行うことを仮定し，

具体的に関与することとなる現場の警察官にヒアリ

ング調査を行う．具体的には，典型的な予測型警察

活動の手順を整理した上で，各手順に対応する現場

で実際に行われている警察活動の内容や，実行に際

しての課題などを尋ねる．本研究で想定する予測型

警察活動の手順は，大山・雨宮（2020）と Ratcliffe et 

al. (2019)を参考に作成した，表 1A列の内容である． 

 表 1A 列への示唆を得るために，ヒアリング項目

として表 1B 列を尋ねた．ヒアリング対象としたの

は，警察署でのパトロール等の地域警察活動に関わ

る部門と，警察において地理情報の活用や犯罪発生

情報の管理を行う部門であり，調査概要は表 2のと

おりである．ヒアリング調査は 2種類行い，調査①

は過去 3年以内にパトロールの経験のある警察官を

対象に，調査②は犯罪発生情報の管理やパトロール

の指揮等の現場でのパトロール以外で地域警察活動

に関連する業務に従事する警察官及び警察職員を対

象に行った．対象者は表 3のとおりである．調査は

ともに 2019年 11月～2020年 3月の間に行い，筆者

が対象者の勤務地を訪れて会議室等を用いて行った．

調査方法は半構造化面接法とし，調査①については

個別ヒアリングとして 1人あたり 20分程度で行い，

調査②についてはグループヒアリングとして全体で

1 時間程度で行った．調査は，研究の趣旨と予測型

警察活動の概要を説明してから行った．調査①にお

いては，調査は学術研究目的で実施するものであり，

聴取した内容は本人の上長には一切伝えず，業績等

の評価にも影響しないことを冒頭に説明した．  

 

 

３．予測型警察活動と関連する地域警察活動の現

状 

聴取した内容は，ヒアリング時のメモを元に文書

化し，表 1B 列の項目ごとに整理した．調査結果を

表 4にまとめる． 

過去の犯罪発生状況データの記録については，発

生場所住所が入力され，最終的にジオコーディング

を通して点データとしてシステムに反映される仕組

みはあるものの，手書きの個票を月単位で締めて打

ち直す手間によって，システムに反映されるまでに

1 か月以上がかかっていた．またシステムに登録さ

れたデータを用いて犯罪発生場所のピンマップの作

成を行うことはあるが，地図化する以上のデータ分

析は行われていない． 

パトロール時間の決め方については，交番勤務員

内でシフトが決められており，いずれか 1人の警察

官が数時間おきにパトロールをすることになってい

た．時間内でパトロールする場所は各警察官の裁量

に任せられていた．各警察官のパトロールする場所

の決め方については，最初は同じ交番に勤務する先

輩から行くべき場所を教わるが，慣れてくると自分

の感覚や，自分で交番内にある個票を見て把握した

最近の犯罪発生事例に基づいて決定するようになる．

こうした過程を経てそれぞれが自分なりのパトロー

ルルートを持っているとのことであった． 

パトロール場所の範囲としては，各交番に対して

担当地域が決まっており，その地域の中を徒歩や自

転車等でパトロールすることになっている．1 つの

交番の担当地域は，十～数十町丁目程度である．パ

トカーでのパトロールについては，交番の担当地域

に限定されず，警察署管轄内全体が対象となる． 

警察署や交番で用いられている地図は，各交番の

担当地域と関連しており，地域内を一覧できる地図

を用いられていた． 

犯罪発生状況の地理的分析は行われていないため，

予測型警察活動に用いるような，短期的な利用を目

的とした地図の警察署等から各警察官への提供も行

われていない． 

パトロール中の意識や行動を尋ねたところ，パト

ロールの中でも犯罪の抑止を意識している時と犯罪

の検挙を意識している時では，警察官は異なった行

動をしているとのことであった．具体的には，抑止

を意識している時は人目につくように通行し，反対

に検挙を意識している時は犯人に気づかれないよう

人目につきにくいように通行するという． 
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地域警察にはパトロールの実施以外の役割もある．

そうした他の業務とパトロールの関係としては，ま

ず 110 番通報等が最優先であり，パトロールはそう

いった緊急に対応すべき案件のない時間にするもの

という優先順位付けがなされていた．この優先順位

に従った結果，特に都市部では 1日中通報への対応

に追われ，パトロールが十分に行えないこともある

という． 

その他として，予測地図のように短期的な利用を

目的とした地図を交番・パトカーに勤務する警察官

が見られるように配布することは，現状の設備では

困難とのことであった．具体的には，電子地図を配

布することはネットワークや IT 機器の整備の関係

で難しく，紙地図の配布であっても，印刷費用の問

題からモノクロ印刷に限られるとのことだった．ま

た，犯罪を減らしたい，効果があれば新しい技術を

取り入れたいという意見があった一方で，地域警察

の特徴として年齢・経験等が様々な警察官が勤務し

ているため，パトロールに新しい技術を導入するこ

との難しさを指摘する意見もあった．予測地図の配

布形式についてはネットワークや IT 機器の整備の

状況から電子データでの送付が難しいため，毎朝警

察署において行われる，対面での通告・教養の場で

配布する形式が望ましいとのことであった． 

表 2 ヒアリング調査の概要 

実施日時 
2019 年 11 月 30 日及び 2020 年 1 月

29日，3月 13日 

対象 
愛知県警察及び警視庁に勤務する警

察官と警察職員 14名 

方法 半構造化面接法 

 

表 3 ヒアリング調査対象者 

調査 所属 階級 業務内容 実施日 

① 愛知県警察 警部補 交番 11/30 

① 警視庁 巡査部長 パトカー 1/29 

① 愛知県警察 巡査長 パトカー 3/13 

① 愛知県警察 巡査部長 パトカー 3/13 

② 愛知県警察 警部 犯罪発生情報の管理 11/30 

② 愛知県警察 警察職員 犯罪発生情報の管理 11/30 

② 愛知県警察 警察職員 犯罪発生情報の管理 11/30 

② 愛知県警察 警察職員 犯罪発生情報の管理 11/30 

② 愛知県警察 警視 パトロールの指揮 11/30 

② 愛知県警察 警視 パトロールの指揮 11/30 

② 愛知県警察 警視 パトロールの指揮 11/30 

② 愛知県警察 警部 パトロールの指揮 11/30 

② 愛知県警察 警部補 パトロールの指揮 11/30 

② 愛知県警察 警部補 パトロールの指揮 11/30 

 

表 1 予測型警察活動の手順とヒアリング調査項目 

A 予測型警察活動の手順 B ヒアリング調査項目 対象 

地理的犯罪

予測による

予測地図の

作成・伝達 

過去の犯罪発生状況の時空間

データの収集 

過去の犯罪発生状況はどのようにデータ化しているか ② 

地域特性に係るデータの収集 （オープンデータや製品化されたデータを使用することが

想定されるためヒアリング項目には設定しなかった） 
  

地理情報システムや統計分析

ソフトウェアを用いた分析 

現在犯罪情報の地理的な分析はどのように行っている

か 
② 

パトロールすべき時間・場所

の特定 

現在パトロールする時間・場所はどのように決めてい

るか 
①② 

予測地図の作成 現在パトロール地域の割り振りはどのように決まって

いるか 
② 

現在警察署や交番・パトカーで使っている地図はどの

ような範囲・縮尺か 
② 

予測地図の提供 警察本部や警察署から各警察官に対して，短期的な利

用を目的とした地図の提供は行っているか 
② 

パトロール

の実施 

予測された時間・場所におい

て警察の存在を周囲に認知さ

せるよう，1 つのエリアにつき

10 分程度パトロールする 

普段パトロール中に行っていることや意識しているこ

とは何か 
① 

予測に従ってパトロール活動

を行う 

パトロールより優先しなければならない業務は何か ② 

  その他，予測型警察活動について ② 
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表 4 ヒアリング調査結果 

B ヒアリング調査項目 
C ヒアリング調査結果 

（①，②はそれぞれヒアリング調査①，②で聴取された内容） 

過去の犯罪発生状況はどのよ

うにデータ化しているか 

緯度経度ではなく住所で記録している（②） 

事件を取り扱った際に記入する個票は手書きであり，それを回収して打ち
直し電子データ化している（②） 

犯罪発生状況は毎月末締で集計している（②） 

毎月末締めで集計した個票を打ち直すため，最新の発生状況が電子データ
化されるのは 1 か月以上先である（②） 

現在犯罪情報の地理的な分析

はどのように行っているか 

ピンマップの作成は行っているが，そこからさらに分析は行っていない
（②） 

現在パトロールする時間・場

所はどのように決めているか 

パトロール時間は交番内で数時間ごとのシフトを組んで決めている（②） 

パトロール場所は，交番やパトカー勤務の先輩から教わる（①） 

（いくつかの警察署で勤務した中で）先輩から教わったルートは昔の犯罪
発生状況に基づいたものであり，今は状況が違うのではないかと思うこと
もあった．そういう時は自分でルートを変えた（①） 

交番では最近発生した事件の票が見られるので，それを見て日々パトロー
ルに行く場所を変える人もいる（①） 

特別なことがなければここに行くという，「マイルート」を持っている．（①） 

現在パトロール地域の割り振

りはどのように決まっている

か 

警察官はパトカー又は交番の単位で行動している（②） 

交番はそれぞれの担当地域（警察署の管内を交番の数で分割している．地域
によって差があるが，1 つの地域は十～数十町丁目程度）が決まっており，
パトロールは担当地域内を行う．（②） 

パトカーは警察署の管轄全体を担当する．（②） 

現在警察署や交番・パトカー

で使っている地図はどのよう

な範囲・縮尺か 

交番のそれぞれの担当地域を一覧できる縮尺の地図を使っている（②） 

警察本部や警察署から各警察

官に対して，短期的な利用を

目的とした地図の提供は行っ

ているか 

現状では行っていない（②） 

普段パトロール中に行ってい

ることや意識していることは

何か 

繁華街など犯罪を抑止したい場所をパトロールする時は，周囲から視認さ
れやすいように大通り等を通行する（①） 

犯罪が起こりそうな場所で，犯人を捕まえたいと考える場合は，路地など目
立たない場所を通行する（①） 

パトロールより優先しなけれ

ばならない業務は何か 

110 番通報等が最優先であることは当然（②） 

地域警察は 110 番通報等への対応を行うため，110 番通報等が多い日には必
ずパトロールできるとは限らない（②） 

特に都市部では 1 日中 110 番通報等への対応に追われることもある（②） 

その他，予測型警察活動につ

いて 

＜予測地図の共有について＞ 

現場警察官の個人端末に地図を送信・表示させることはネットワークや IT

機器の関係から困難（②） 

パトロール業務を担当する地域警察官は毎朝警察署で通告・教養を行った
後勤務に入るため，その際に紙で地図を配布することはできる（②） 

仮に各交番に 1 日 1 枚配布するのであれば，印刷設備等の観点から，A4 用
紙 1 枚（両面は可能）が望ましい（②） 

万が一落としても問題がないように，持ち歩く地図には罪種名等は書かな
い方が良い（②） 

交番で見るべき資料は他に多数あるので，あまり資料を増やすと対応しき
れないかもしれない（②） 

＜新しい技術の取り入れについて＞ 

現在でも犯罪は減少傾向だが，もっと減らしたい（②） 

犯罪が減るのであれば新しいことを積極的に取り入れたい（②） 

地域警察は警察の中でも特に年齢・経験等が多様な人材の集まる部署であ
るため，個人差が大きく，新しい方法を浸透させるのが大変と思われる（②） 
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４．現場での受容を考慮した地理的犯罪予測と予

測型警察活動の方向性 

 前章の調査によって明らかになった地域警察活動

の現状を踏まえ，現場に受け入れ可能な，地理的犯

罪予測に基づく予測地図の作成要件と，予測型警察

活動の実施手法を考察した． 

4.1．地理的犯罪予測に基づく予測地図の作成要件 

 前述のとおり，過去の犯罪発生状況の時空間デー

タの収集について，事件発生状況のデータは 1か月

単位で集計・更新されていた．集計された手書きの

個票を電子データ化する時間があるため，電子デー

タとして入手できる最新のデータは前々月のものと

なる．したがって，地理的犯罪予測の前提となる犯

罪分析は前々月までの事件発生状況データをベース

に行うことになる． すなわち，既存の地理的犯罪予

測が前提とする近接反復被害の性質（一件の犯罪か

ら数日～数週間にわたり，近隣の被害リスクが高ま

る性質）（大山・雨宮，2020）は，データのタイムラ

グがあるために用いることが難しい．一方，地域特

性に係るデータはオープンデータや販売されている

データを使用することは可能である．地理的犯罪予

測の手法は，犯罪の近接反復被害の性質を利用して

過去の犯罪データを用いるものと，犯罪の環境要因

を用いるものに大別できる（大山ら，2017）が，警

察実務の現場で実行可能なのは，現状のシステムを

前提に考えると，後者であるといえる． 

予測の空間的単位については，交番の担当地域が

主に町丁目で区分けされており，警察官も住所で管

轄を認知していることから，グリッドセル単位より

も町丁目単位の方が実務に受け入れられると考えら

れる．予測の時間的単位については，データの更新

が 1か月単位であることから，最短で 1か月単位と

なる．パトロールは，同じ交番に勤務する警察官の

中でシフトを組んで行っているため，数時間おきに

いずれかの警察官がパトロールを行っていることに

なる．このため，犯罪発生の地理的パターンが時間

帯によって異なる場合は時間帯別に分析を行い，時

間帯によってパトロールすべき場所を変えることが

可能である． 

犯罪が発生するリスクが高い場所の現場への提示

に際しては，110 番通報等を優先した結果，その日

によってどれだけパトロールを行えるかが変わるこ

とを考慮する必要がある．日によってパトロールで

きる時間どれだけあるかは異なるため，予測地図に

示すエリアにはより犯罪発生のリスクが高いものか

ら順位をつけ，優先的にパトロールするべきエリア

が分かる地図であることが望ましい． 

これらの予測の結果を現場に伝達するにあたって

は，電子データでの送付・表示が困難なため，紙で

の印刷（白黒印刷）・配布とせざるをえない．紙で印

刷するにあたっては，パトロール時の携行の利便と，

現在用いられている地図との整合を考え，それぞれ

の交番とパトカーで使用するのにふさわしい縮尺を

設定した 1枚とするのが望ましい．具体的には，1枚

の用紙にそれぞれの交番又はパトカーの担当地域全

体が収まる縮尺で地図を作成し，A4用紙に出力する

などが考えられる．また，地図を参照しながらパト

ロールを行う際に，万が一紛失しても問題がないよ

う，罪種名等は表記されていない方が良いという意

見があった．色分け（白黒）や網掛け，記号等によ

って罪種や時間帯を区別できるような地図とした上

で，地図とは別に凡例を作って警察署や交番内で参

照できるように一緒に配布しておくと良いだろう． 

予測地図は警察署で印刷し，毎朝行われる通告・

教養時に配布を行うことができる．データの制約か

ら地図の更新単位は 1か月であるため，毎月頭に当

月分の予測地図を配布し，1 か月間それを使用する

といった配布イメージが考えられる． 

4.2．予測型警察活動の実施手法 

 予測に基づくパトロールは，各警察官に対してシ

フトで決められているパトロールの時間内に行うこ

とができる．現在は個人の判断でパトロール場所を

決めているが，裁量は大きいため，予測地図に示さ

れたエリアを優先してパトロールすることは可能で

あり，理論が想定するように，予測地図に示された

エリアを，1つのエリアの中に 10分程度留まるよう

に任意のルートでパトロールすることも可能である．

また，調査ではパトロールの目的が何かによってパ

トロール中の行動が異なることが明らかになったが，

予測型警察活動のパトロールは犯罪を抑止すること
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が目的であるので，警察の存在を周囲に認識させる

ように行動することが望ましい．これにより，予測

地図通りにパトロールができた場合は，犯罪発生の

リスクの高い時間帯・場所において数時間おきに 10

分程度，警察の存在が周囲に認知されることになる． 

地域警察の業務の中では，パトロールよりも 110

番通報等の対応を優先して行うため，どれだけパト

ロールが行える時間があるかは日によって異なる． 

そこで，110 番通報への対応等をしたために予測地

図に示されたすべてのエリアをパトロールする時間

の余裕がない場合は，優先順位の高いエリアから優

先してパトロールを行うようにする．反対に，時間

に余裕があって予測地図に示されたエリア以外もパ

トロールが行える場合は，個人の判断でパトロール

を行うことにする．日によってどれだけパトロール

が行えるかが異なるため，ルートの指示はせず，エ

表 5 予測型警察活動の実装手法及び地理的犯罪予測の要件 

A 予測型警察活動の手順 D 予測型警察活動の実装手法及び地理的犯罪予測の要件 

地 理 的 犯 罪

予 測 に よ る

予 測 地 図 の

作成・伝達 

過去の犯罪発生状況の時空間デ

ータの収集 

・ 前々月までの犯罪発生状況を用いる 

・ 毎月データを更新する 

地域特性に係るデータの収集 ・ オープンデータや販売されているデータを用いて，必

要な地域特性に係るデータを収集する 

地理情報システムや統計分析ソ

フトウェアを用いた分析 
・ パトロールによって抑止可能な,街頭で発生する犯罪

を対象とする 

・ 分析の空間的単位は町丁目とする 

・ 分析の時間的単位は 1 か月とする 

・ 犯罪発生の地理的パターンが時間帯によって異なる場

合は，時間帯別に分析を行う 

パトロールすべき時間・場所の

特定 
・ 地理的には町丁目単位で特定する 

・ 優先順位を決定する 

地図の作成 ・ 交番用及びパトカー用の地図を用意する 

・ 交番用の地図は，1 つの交番の担当地域（十～数十町

丁目程度）が A4 用紙 1 枚に収まる程度の縮尺とする 

・ パトカー用の地図は，1 つの警察署の管内（1 市区町

村）が収まる程度の縮尺とする． 

・ 地図には罪種名を書き込まず，色や網かけ，記号等で

区別する 

・ 罪種名の凡例は別に印刷し，交番や警察署に置く 

・ 地図にはエリアのみ表示し，ルートは表示しない 

予測地図の提供 ・ 警察署で印刷を行う 

・ 警察署で毎朝行う通告・教養時に印刷した地図を配布

する 

パ ト ロ ー ル

の実施 

予測された時間・場所において

警察の存在を周囲に認知させる

よう，1 つのエリアにつき 10 分

程度パトロールする 

・ 各警察官は，自分のシフトの時間に予測地図に示され

たエリアを優先してパトロールする 

・ 予測に基づくパトロールの時間は，犯罪の抑止を目的

としていることを意識し，警察の存在が周囲に認知さ

れるように行動する 

・ パトロールのルートは任意とする 

パトロールとそれ以外の業務の

優先順位の定義 

・ 110 番通報等の緊急性の高い業務を優先する 

・ 時間の余裕がなく，地図に示されたすべてのエリアを
パトロールできないと判断した場合は，優先順位の高
いエリアを優先的にパトロールする 

・ 110 番通報の対応等に従事した結果，地図に示された
すべてのエリアをパトロールできなくても構わない 

・ 時間に余裕があり，地図に示されたエリア以外にもパ
トロールすることが出来る場合は，自分の判断でパト
ロールする場所を決定する 
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リアと優先順位のみ示して，実際にエリアを訪れる

か否かは各警察官の裁量にゆだねることで，現場に

とっても受け入れ可能な実装が期待できる． 

 

５．まとめ 

本研究では，実務に携わる警察官及び警察職員に

対して調査を行うことにより，地域警察活動の実態

把握を行い，得られた実態に基づいて受容可能性と

効果性の高い予測型警察活動の在り方について考察

した． 

得られた地理的犯罪予測に基づく予測地図の作成

要件及び予測型警察活動の実施手法をみると，警察

署の管轄内を単位として予測地図を作成することや，

予測されたエリアのみを示してパトロール手法やル

ートは現場警察官に任せる点，予測された高リスク

地域に 10 分間程度留まることなど，海外で実践さ

れている予測型警察活動(Hunt et al. (2014), Mohler et 

al. (2015), Ratcliffe et al. (2019))の手法と同一の内容が

受容可能な面もみられた．一方で，警察署の管轄を

単位とした地図よりも狭い範囲の地図である交番用

の地図も作成する必要があることや，予測地図の更

新期間が 1か月であり，現行システムのうえでは近

接反復被害をベースとする予測は実装が難しいこと，

予測の地理的単位を町丁目とする方が現場の警察官

にとって分かりやすいことなどは，海外の既存手法

とは異なる点であった．海外で行われている予測型

警察活動をベースとしつつも，これらの点について

は日本に合わせて調整することで，現場警察官から

の受容可能性と，予測に基づくパトロールの効果性

を両立した予測型警察活動が行えるようになると考

えられる． 

今後の展望としては，今回整理した要件定義に従

って実際に地理的犯罪予測を行い，予測地図を作成

することが考えられる．また，提案した手法を実務

に携わる警察官や警察職員に提示し，受容可能性を

評価することができれば，より実現性のある手法の

提案に繋げることができるだろう． 
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